
様式第１号（第２-２-(1)関係）

計 画 等 の 案 の 概 要

名 称 第７次静岡県ユニバーサルデザイン推進計画

公表するもの 第７次静岡県ユニバーサルデザイン推進計画（案）

県民意見の募集

有
有の場合は

その募集期間
令和７年12月19日(金) ～ 令和８年１月16日(金)

無

担 当 課 等 名 くらし・環境部県民生活局県民生活課企画班 電話番号054-221-3153

総 合 計 画 に

おける位置づけ

７ 誰もが活躍できる社会の実現

７－２ 誰もが理解し合える共生社会の実現

（３） ユニバーサルデザインの推進

審議会等の名称 ふじのくにユニバーサルデザイン推進委員会

１ 趣旨

静岡県では、全国で初めてユニバーサルデザインの理念を県政全般に導入し、第1次計画（平成

12～16年度）から第6次計画（令和4～7年度）まで、約四半世紀にわたり取組を進めてきました。

近年の社会情勢の変化を踏まえ、ユニバーサルデザインの考え方がより一層重要になってきてい

ることから、県民の皆様がユニバーサルデザインを「自分ごと」として考え、日常生活の中で取り

入れていけるように、普及啓発に重点を置いた次期推進計画（案）を取りまとめました。

２ 骨子

（１）計画期間 令和７年度（2025年度）から10年度（2028年度）までの４年間

（２）目指す姿 ユニバーサルデザインの考え方が浸透することで、その先にある、誰もが希望

する分野において安心して参画できるユニバーサル社会を目指す

（３）計画の構成

第１章

計画の基本的な考え方

・ユニバーサルデザインとは

・計画の目指す姿

・計画の位置付け

・計画の期間

第２章

これまでの取組と第７次計画の推進

・これまでの取組と第７次計画

・第７次計画の推進

第３章

推進施策

・県が目指すユニバーサル社会

・ハード・ソフト・ハートの総合的かつ一体的な推進

・実践できる人づくり

第４章

今後に向けて
・長期的なユニバーサルデザインの推進


